
 

     開    議 

 

 

○大沼 久委員長 おはようございます。 

 これより17日に引き続き予算特別委員会を開

会いたします。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。 

 よって、ただいまの出席委員は定足数に達し

ております。 

 

 

平成１７年度長井市各予算案に関

する総括質疑 

 

 

○大沼 久委員長 それでは、総括質疑を続行い

たします。 

 順位４番、議席番号11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

 私は、行財政運営が誤りなく展開されること

を祈りながら総括質疑を行います。 

 ３点につきまして質問申し上げますので、明

確な答弁をいただきますようにお願いをしてお

きたいと思います。 

 質問の第１は、はなぞの保育園の運営につい

てです。 

 昨年12月定例会で、はなぞの保育園の運営を

社会福祉法人長井市社会福祉協議会に移管する

ことが決まりました。しかし、さまざまな議論

がありまして、12月定例会の厚生常任委員会の

議事録でも触れられているとおり、議決以降に

整備されなければならない課題も残されている

わけで、今回はそのことを中心にお伺いをした

いと思います。 

 まず第１点は、運営費負担金の考え方につい

て福祉事務所長にお伺いをいたします。 

 昨年の12月に私どもに示されましたはなぞの

保育園事業概要調書、これによりますと、運営

費としては１億2,970万5,380円と示されており

ます。当然にして、この程度の額が17年度は市

からの運営費負担金として措置されるものと考

えておりましたけれども、示された17年度予算

では１億2,233万1,000円の計上ということにな

っております。さきに福祉事務所からいただき

ました資料、平成17年度はなぞの保育園歳入歳

出内訳によりますと、正式には1億2,233万880

円ということでありました。この差額737万

4,500円ということになるわけですけれども、

なぜこういう差額が出るのかということ、まず

説明をいただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

 ただいま髙橋委員のはなぞの運営費の額がな

ぜ違うのかというご質問でございますが、ゼロ

歳児と１、２歳児の単価が違うということがあ

りまして、当初１億2,900万円で見たときには

ゼロ歳児が26人であったんですが、予算編成時

におきましてゼロ歳児の申し込みが18人という

ふうなことで、人数が違う、減っているという

ことで、８人ほど減っているということが大き

な要因であります。 

 それから、もう１点については、寒冷地加算

が改正されまして、ゼロ歳児が2,590円から

1,670円、１、２歳児が1,410円から1,110円、

いずれも１人１カ月当たりの寒冷地加算でござ

いますが、こちらも減っているという２点から、

このような１億2,233万円余りの予算計上とい

たしたところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 この概要調書を見てみ

ますと、確かに基本額であるとかいろいろな額

があって、それで収入は算定をするのだという

ふうになっているわけです。今回示された１億

2,233万880円というのには、福祉事務所長にお

伺いしますが、概要調書で言っている運営費収
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入加算額というところはプラスをされているの

ですか。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 加算額については、

民改費、それから先ほど申しました寒冷地加算

と採暖費、除雪費というふうなことで加算され

ているところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 そこでお聞きをしますが、移管の相手方であ

る社会福祉協議会ということになるわけですが、

この４月１日から保育園の事業を展開するとい

うことで、概要調書にある額程度を見込んでい

るものというふうに考えられるわけです。ここ

はこういうふうになりますということで示され

ていると、事前に、思いますけれども、これは

理解と納得でよしと、これでいきましょうとい

うふうになっているのですか。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 予算編成時におきま

して１億2,233万円余りの予算で要求をすると

いうことを社会福祉協議会の方に示しまして、

ご了解いただいているところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 心配するのは、見込ん

でいた額よりも実際は少なくなるわけで、ここ

の部分でそごが起きないように、ぜひ対応いた

だきたいものだというふうに思っています。 

 関連してお伺いをしますけれども、17年度予

算の中で長井市社会福祉協議会運営費補助金と

して2,222万8,000円が計上されているわけです。

平成16年度の当初予算では860万7,000円という

ふうになっておりまして、1,362万1,000円の増

加ということになっています。昨年12月定例会

の予算特別委員会での蒲生吉夫委員の質問に、

福祉事務所長は、市から派遣する職員の給料な

どの差額については補助金で措置をするという

ふうに答弁しておられます。このこととの関連

とその内訳、ですから平成16年度中は補正もし

ているんですけれども、単純比較はできないと

思うんですが、今回平成16年度に比較をして社

会福祉協議会への運営費補助金、これが上がっ

た内訳、内容と内訳についてお聞かせをいただ

きたいと思います。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 ただいま髙橋委員が

おっしゃったとおりに、長井市から４名の職員

を社会福祉協議会に派遣する予定でございます

ので、社会福祉協議会でも運営費の方から給与

を支払うわけですが、不足分について市の方で

補助金という形で社会福祉協議会に支出するも

のが主なものでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 具体的にお聞かせをい

ただきたいんですけれども、増加をした分の、

今、主なものというお話があって、そのほかに

もあると思いますから、給与の差額がこれくら

い、これが主なものですから、主でないものは

こうということでお示しをいただけませんか。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 具体的に、給与分に

ついては1,000万円弱というふうな額でござい

ます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 それは主なものなんで

すけれども、ほかにあるんだと思うんです。私

がお伺いしたいと思っているのは、今回、社会

福祉協議会に対する補助金というのは増額をさ

れているわけですけれども、それはほとんどが

はなぞの保育園を移管することに伴う補助金の

増額なのかというところでお聞きしていますか

ら、そうなのかどうなのかわかりませんので、

そこだけお聞かせください。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 社会福祉協議会に派

遣をするための増額が1,000万円弱ということ
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でございますが、そのとおりでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ほとんどが、この移管

に伴う増加分ということで理解をします。 

 そこでお伺いをするわけですが、市から職員

派遣ということになれば、こういう給与費など

の差額を補助金という形で新たに社会福祉協議

会に支出をするということになるわけです。認

可保育園、市内の認可保育園については16年度

から二つふえて３施設というふうになっており

まして、17年度予算でもそれぞれ運営費負担金

というのが決められています。計上されていま

す。例えば、白ゆり保育園は5,910万3,000円、

白山保育園は7,737万6,000円、星の子保育園は

5,299万9,000円というふうに計上されているわ

けです。しかし、この三つの保育園には、申し

上げましたようなほかの補助金などは存在しな

いわけです。同じ認可保育園であっても、一方

は職員派遣をして、その給与差額を補助をする、

しかし、もう一方の三つの施設については何も

ないということになるわけですけれども、これ

は非常に整合性としてはまずいのではないかと

いうふうに思うんです。確かに、移管をして職

員派遣をするからということにはなりますけれ

ども、しかし、ここはどういうふうに整理をさ

れるのですか。助役の方がよかったら助役で結

構ですから、よろしくお願いします。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 今回の社会福祉協議会の民間

移管につきましては、もともと市で直営やって

いたものを民間にお願いするということでござ

いまして、そのために、混乱をなくすために職

員を派遣するという形で、それを補助すると、

差額分を補助するということであります。 

 今、既設の民間施設の認可保育所については、

これはもともとが民間でございますので、そう

いった手続は必要はないということで、今回は

移管に伴ってそういった措置をさせていただい

たというものでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 結局、こういうことが

起きるというのは、もともと民間でないところ

に移管をするということから、こういうことが

出てくるんですね。このことを、やっぱり私は

ちゃんと押さえなければいけないなというふう

に思うんです。 

 もう１点関連してお伺いしますけれども、こ

れも12月定例会の中で、厚生常任委員会で議論

されていますが、例えば認可保育所の建物など

の建てかえなどで、その４分の１相当部分の負

担については、助役はこう答弁されています。

市と当該の保育園とで協議をすると、されてい

るわけです。いわば、質問の趣旨は、社会福祉

協議会とほかの認可保育所で違いはないのかと、

扱い上、というふうに聞いているわけですが、

それは同じなのだというふうに答えているわけ

です。それはそのとおりだと思います。しかし、

少なくても、給与差額を補助をするというふう

なことになるとするならば、その扱いは同じで

はないというふうに思います。確かに、職員派

遣をするからこういう事態が発生をするわけで

すが、しかし類似の、例えば要望などがあった

ら長井市はそれにこたえていくということにな

りますか。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 建物の大規模改修とか、そう

いったものについては、国・県の基準がありま

すので、その基準にのって、市としての負担が

出てくる部分も十分考えられるという状況でご

ざいまして、４分の１の部分について市でやっ

ていくのか、それとも設置者の負担になるのか

ということについては、その時点で協議をする

ということが大事かなと思っています。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 済みません。そういう

ことではなくて、建物の例えば修理ではなくて
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建てかえみたいな大規模なところについては、

先ほど申し上げたように助役は答弁されている

わけです。それで了としているわけです。そう

いう扱いを同じにするというふうに基本的にし

ているわけですけれども、現実的に職員派遣を

することによって社会福祉協議会には運営費負

担金と別の補助というのがつくわけです。例え

ば、職員派遣をしないでも、既設の例えば三つ

の認可保育園の中で労働条件をよくしたいと、

ひいては市はその差額を持ってほしいというふ

うな要望があったときに、これにこたえていく

ということになるのかどうかということについ

てお伺いをしているんです。もう１度お願いし

ます。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 今回の差額分の補助といいま

すのは、市の保育士の給与の水準が高いという

ことが第一に上げられまして、その職員をその

まま派遣して社会福祉協議会の方で負担をする

となってくると、この運営費負担金の中では十

分運営ができないということもありまして、経

営を圧迫するということも予想されますので、

そういった部分については補助をしていくとい

うことであります。 

 ただ、その基準額につきましては、民間で今、

支出していますけれども、１人の保育士を採用

するには十分とは言えませんけれども、それ相

当の水準の基準額が支給されるようになってお

りますので、市の方でそれにさらに上乗せをす

るということについては、必要はないのではな

いかと思っています。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そういうことなんでし

ょうけれども、しかし、そこには矛盾が出てく

るんですね。何でそうしなければならないのか

というところに議論は戻っていくわけですけれ

ども、私はできるだけ戻さないでいきたいんで

すが、もう１点だけお聞かせをいただきたいと

思います。 

 こういうことになったのは、いわば今回市が

直営であったものを社会福祉協議会に移管をす

るということが原因で、その際、社会福祉協議

会でははなぞの保育園の運営に自信がないから

こういう措置になったんだということなのです

ね。そこだけ１点確認をさせていただいて次の

項に入りたいと思います。助役、お願いします。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 ちょっと質問の中身が理解で

きなかったんですけれども、社協の方では、は

なぞのと清水も含めてという最初の考えがござ

いましたけれども、最初の１年目という形で二

つは同時には難しいという形で、経営的に基盤

が安定するはなぞのさんの方はよいという形で

の意向を示されましたので、来年からははなぞ

のさんをお願いするということになったわけで

ございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 将来のことをお聞きを

しているのではなくて、今回、移管をするとい

うところでは、いわば受け手である社会福祉協

議会は、そこまで体制がとれないから職員派遣

をしてほしいというふうになったんでしょう。

そうだというふうに言っていただくだけでここ

はいいんですけれども、もう一度お願いします。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 社協さんの考えだけでなくて、

私どもの考えとしても、スムーズに移管をお願

いしたいという形で、両方の意見が、お互いに

納得されたという形で、こういった派遣になり

ました。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 スムーズに移管をする

というのは、受け手の側にスムーズに行かない

事情があるから、こういうふうになるわけで、

そこはそこだけここでは申し上げたいと思いま

す。 
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 助役にお伺いしますが、この運営費負担金の

今後の考え方です。私、心配をしているのは、

今回はこの１億2,200万円、こういうことで基

準では行くんでしょう。基準で算定をすればこ

ういうことになるんだと思うんです。しかし、

心配の一つは、今、言われている三位一体の改

革の中の補助金見直しの中で、民間立の認可保

育所に対する補助金についても見直しの対象に

なっているというふうに私は理解をしているわ

けです。早晩、私は必ずしもこの考え方には賛

成できないでいるんですが、一般財源化という

ことになる可能性があるわけです。そうなった

際に、運営費負担金という形で支出をするわけ

ですが、そのレベルというのはどうやって確保

するというお考えなのかについて、見通し、や

り方について助役からお聞きをいたします。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 今後の方向、どういった方向

に行くのかについては、ちょっとまだわかりま

せんけれども、一般財源化されたとしても、い

わゆる民間への運営費負担金については今の水

準を保ちたいということについては説明会の中

でも申し上げております。移管をして、そのま

ま後は知りませんよということにはならないの

で、その維持はきちんと確保していきたいと思

っています。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 既に私どもいただいて

おりますというか、昨年８月24日にまとめた三

位一体の改革、国庫補助負担金に関する改革案

でも出ているわけですから、そこは今、水準を

保ちたいというお話でしたから、ここは納得し

ますけれども、ぜひそう対応をしていただきた

いと思っています。 

 もう一つ心配なのは、一般財源化することに

よって、ともすれば市の一般会計が大変になる

という中で、この間いろいろなところで行われ

てきている、いわゆる負担金補助のカット、そ

れを社会福祉協議会などにも無理強いしていか

ないかと、内部努力しろであるとか、何かを節

約しろであるとか、ということで金を出す側が

口まで出していくということになりはしないか

というところは心配なわけです。これも、移管

の相手方を尊重して、これは水準を確保してい

くというふうに理解をしていいのですね、助役。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 考え方は、これは財政課の方

の答弁かもしれませんけれども、やっぱり庁内

でもいろいろな節約とか、そういったものでお

願いをしていますので、全く同じ考えで社協の

方にもお願いしているという形で、考え方は市

と社会福祉協議会も変わりませんという形で説

明申し上げております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 それは、私、少しない

と思うんです。もちろん、むだなことをするわ

けにはいかないので、そんなことを考えている

ところはないと思うんです。ただ、同じように

内部努力をしなさいと、自助努力をしなさいと

いうふうなことで、これから削減をしていくと

いうふうなことになると、受けた方は大変です

よ、実際。そのことを心配しているわけです。

それは、同じということだけではなくて、配慮

がそこには払われなければならないのではない

かと私は思うわけです。そこはどうですか。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 決して、無理強いという形で

なくて、ある程度やっぱり我慢していただくも

のには我慢していただくと、例えば物件費等々

についても、そういった形で努力をしてほしい

ということは申し上げておりまして、ただ、社

協も一つの経営体でありますので、いろいろな

事業をやっておりますので、そういった部分で

の収益も十分上がっているという状況がありま

すので、総体的に中で健全な経営をお願いして

いくということになると思います。 
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○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 いろいろなことをやっ

ています、確かに。しかし、連結決算みたいに

して、総体で幾らだからいいという発想はまず

いと思うんです。市が今回移管をするわけだか

ら、その分は見合った額を、水準をちゃんと保

つということが基本的にないと、あそこの経営

大変になると思うんです。そこのところは、ぜ

ひ意を用いていただきたいのです。そこだけ申

し上げます。 

 父母の要望について、どうこたえているかと

いうことについてですが、助役に伺いますけれ

ども、12月定例会以降、何回か説明会をされた

ようです。それはそれでわかりました。それで、

父母の会の説明会の席上、昨年の12月14日に父

母の会から要望書が提出をされているわけです

けれども、それらについてはどう回答されたの

か。幾つかあったわけですけれども、特に子供

の負担の軽減についてという項がありますし、

もう一つは実施時期の再考というところもある

わけです。これについてはどう答えられ、どう

納得を得られたか、お聞かせをいただきたいと

思います。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 12月議会の後に３回、説明会

を行いまして、私が２回、市長に１回という形

で出席していただきました。その中で出された

ことにつきましては、事前の説明についてもう

少し時間をかけてほしかったという要望が大部

分強かったなと思っております。その中で、い

ろいろ要望が出されまして、福祉事務所長の方

からも説明申し上げましたけれども、今回、移

管に伴ってご父兄の負担は変えないと、ふやさ

ないということをまず前提として説明申し上げ

たところでございます。今、保育料も値上げの

あるところがかなりありますけれども、そうい

ったことをやらないということです。そういっ

た形でやっていきたいなと思っております。 

 あと、実施時期の再考についても話がありま

した。ただ、これは、議会という最高の議決機

関で決定になっていることでありますので、こ

れを変更するということにはできないという形

で、これから前に進んでいかなければいけない

という形でご説明申し上げまして、ご理解をい

ただいたところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ちょっとお伺いします。

子供の負担の軽減というのは、費用負担の問題

で言っているのではなくて、保育所が変わった

りすることが子供にとっては大きな負担になる

のだという指摘なんです。それは、父母の不安

も大きいのだという指摘なんです。ここは、ど

うするのかと、ぜひ不安のないようにしてくれ

と。子供の、幼児の心、精神的なもの、そこの

負担に対する軽減策を図ってほしいというふう

に言っているんです。ここは、趣旨と答弁違い

ますから、もう一度お願いをしたいのと、議会

で決まったからというんですか、その答弁が。

それは、私はないなというふうに思いますけれ

ども、なぜ今しなければならないのかという話

をしなければならないのではないですか。議会

で決まったからと、さも何となく議会に責任が

回ってくるみたいな言い方では私はまずいと思

います。そこは、すると、ちゃんと説明３回し

たけれども、そういうことしか言わなかったん

だということなのですか。もう一度お聞かせく

ださい。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 言葉足らずでありましたけれ

ども、その経過についてはいろいろもちろん説

明申し上げました。いわゆる民間移管になるメ

リット等々について、確かにデメリットもあり

ますけれども、そういったものについて説明申

し上げて納得をいただいたところであります。

特に、ご父兄の方で子供さんにとってどういう

影響が出てくるのかという形でのご心配をいた
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だきました。ただ、そういった心配をなくすよ

うな努力は最善尽くすという形でご説明申し上

げまして、やはり、これから勤められる保育士

さんをもう少し信頼をしてほしいという形を申

し上げました。特に、10名の方が引き続きはな

ぞのの方に勤められると、もう２年、３年勤め

られた方が、経験者がおられるという形もあり

ますので、ぜひ大事なお子さんでありますので

大事に本当に誠心誠意をもって保育させていた

だくという形で申し上げたところでございます。 

 なお、そういった足りない部分については、

市の方から保育士を派遣して、さらにそれを補

完していくという形でご説明申し上げたところ

でございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 どうも理解と納得とい

うのはできているのかというと、まだまだ不足

をしているんだと思います。これは、要望があ

れば、私は以降も体制をとっていただきたいと

思っておりますし、そのことで福祉事務所長に

お伺いしますが、これまでの福祉事務所と認可

保育所の関係です。お聞きするところによりま

すと、認可保育所の方の話では福祉事務所の方

はほとんど見えられませんというふうにおっし

ゃっています。そういう関係に、これからなる

んでしょうか。福祉事務所長は、この説明会の

中で社会福祉協議会と福祉事務所で今後も指導

運営を行っていくというふうに答弁されている

ようですけれども、私はこれまでの市の福祉事

務所と認可保育所とのかなり希薄な関係は改善

をしなければならないというふうに基本的に考

えているんです。そうでないと、じかに声がな

かなか伝わらない、指導運営を行うといっても、

それは移管してしまえばお任せみたいなことに

なりはしないかというところがとっても心配な

んです。そこは、どう改善をしていこうという

ふうにされているのか。福祉事務所長、お願い

します。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 民間の認可保育所に

ついては、独立した経営体ということで経営し

ていただいているわけですが、相談があるたび

に、私どもとしては相談に応じると、指導しな

ければならないところは指導しているというこ

とで、希薄だというふうな感じは持っていない

んですが、昨年も、15年ですが、認可保育園の

取得に関しましては相当福祉事務所の方でサポ

ートしまして、16年度４月１日の認可にこぎつ

けたというふうに思っています。その後、認可

になっても同じように、市の認可保育園、児童

センターと同じように会議、全体的な会議を２

回開いたり、給食の担当者と情報交換したりし

て、できる限りのサポートはしているつもりで

ございますが、社会福祉協議会も当然それと軌

道に乗るまではサポートを厚くしていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 サポート本当に厚くし

てほしいと思います。確かに、認可を受けると

きは指導するところですから、いろいろかかわ

りがあったと私もお聞きをしていますけれども、

しかし、それ以外でも日常的に私はサポートで

きる、指導できる、そういう体制をぜひとって

いただきたいなと思います。 

 次の職員派遣の考え方についてお聞きをしま

す。 

 ４月１日に実施されるわけですけれども、今

までいろいろ詰めの作業が行われてきていると

思います。一つは対社会福祉協議会との関係、

もう一つは派遣をするということで職員団体と

のところとの関係が出てくるわけですが、厚生

常任委員会で、それらはきちっと詰めておきな

さいよと、今回議決はするけれども、そのこと

を附して賛成だという賛成討論もあるわけです。

そこでお伺いをしますが、まず、社会福祉協議

289  



会と市との間の覚書などはもう調整をされてい

ると思いますから、それをお示しいただきたい

ことと、職員団体との間で派遣にかかわる労働

条件の変更などについては協議書などがもう出

ていると思いますから、それをお示しいただけ

ませんか。助役ですか。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 対社協との覚書については、

福祉事務所長の方から答弁させます。 

 あと、職員団体との交渉につきましては、今、

市長が全面的に出て交渉をしていますので、交

渉の経過について市長の方から答弁していただ

くようにしていきたいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 職員団体の皆さんとは、この間、

何度もお話をしてまいりました。県本部の自治

労の委員長さんも、もう１回頼むというように

わざわざおいでいただきましたので、即応じて

もう１回と言ったら組合の方が都合が悪いとな

って、ついこの間３月15日にもお話ししたんで

すが、職員の派遣については、今までと同じ仕

事をしていただいて、同じ給与でやっていただ

くと、なるべく市民の皆さんの不安のないよう

にしていただくので、この派遣には応じていた

だけるものだというふうに私は思っているとい

うふうに申し上げてまいりました。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 社会福祉協議会との

覚書については、４月１日からということで正

式になるわけでございますが、今、局長の方と

私どもの方で案をつくってお示しして、おおむ

ねいいのではないかということで進んでいると

ころでございますが、まだ、詰めについては会

長と詰めたいということで、社協の方で最後の

検討をしているところでございます。 

 内容については、ちょっと手元に持っていな

いんですが、案として見た、私が見た文面につ

いては、大規模修繕については両者協議をして

進めると。ほかの項目については、ちょっと今

手元に資料ないんですが、社協の方とそれを示

して検討いただいているところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 まず覚書の方から、両

方ですけれども、厚生常任委員会では、12月定

例会に上程された移管の議案、これについて賛

成討論はこういうふうになっています。先ほど

来いろいろな不安が示されておりますから、覚

書あるいは協議書、そういったものをびしっと

取り交わして不安のないように保育に万全を期

していただくことを附して賛成をするというこ

とになっています。ですから、この３月定例会

で私は示されるものというふうに思っていたん

です。これはもう予算ですから、来年度の。お

示しいただけませんか、その覚書。福祉事務所

長、どうですか。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 今、手元にないもの

ですから、ただいますぐ持ってきたいと思いま

すが、休憩いただいてよろしいでしょうか。 

○大沼 久委員長 暫時休憩します。 

 

    午前１０時４０分 休憩 

    午前１０時５２分 再開 

 

○大沼 久委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 覚書については４点

を考えているところでございまして、これは先

ほど申し上げましたとおりに、まだ案の段階で

ありまして、両者でおおむねこの点でいいので

はないかというようなことで、事務レベルでは

そうなってございますが、まだ、市の方では市

長、助役の決裁、それから社会福祉協議会では

社会福祉協議会の会長の決裁をいただいていな

い段階のものでございまして、事務方レベルの
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案でございますので、それをご了承いただきた

いというふうに思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 今いただきましたから、

助役にお伺いをしますけれども、この４の当分

の間、甲は市職員を派遣するとありますけれど

も、ここの１点だけ、当分の間というのはどれ

くらいになるのですか。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 最初の打ち合わせの段階では、

おおむね４年くらいという形でのお互いの確認

をしたところでございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 公益法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律の第３条職

員派遣の期間というのは３年を超えないという

ふうにしています。市は、それにのっとって地

場産業振興センターと社会福祉協議会に派遣を

するという条例をつくりました。それで２名行

っているわけですが、その際も基本的には同意

をして、本人同意を受けて、期間の明示をして

います。それからいうと、ちょっと長いのでは

ないですか。 

 さっきも、一番最初のところで言いましたけ

れども、４年間派遣をするということは、４年

間補助金もそれなりに支出をするということに

なるわけです。ここは、私は大変なことだなと、

もっと私は短いのかなと思っていたんですが、

どうしても４年ないとだめだというのが、社会

福祉協議会の考え方なのですか、どうですか。 

○大沼 久委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 軌道に乗る、初めてのケース

でありますので、やっぱり４年間ぐらい必要で

はないかなという話はありましたけれども、も

ちろんこれから社協の頑張りようによっては、

これが１年でもいいかもしれませんし、２年で

もいいかもしれないという形が出てくると思い

ます。ただ、個人的にはあくまでも３年でござ

いますので、それは守らなければいけないと思

っていますし、ただ、４年間というのは４年間

くらいの指導が必要かなという感じでしたもの

でございまして、そういったものを確約したと

いうものではなくて、あくまでも想定したもの

でございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 想定とはいえ、少し、

４年も派遣し続けなければスムーズな運営がで

きないということでは、やはり当初計画段階か

ら問題があったのだと思います。 

 助役に答弁を振られた市長にお伺いをします

が、先ほど３月15日に話し合ったと、応じてい

ただけるものということでしたけれども、14日、

ということでした。そうすると、職員団体との

間では合意に達したということなのですか。私

お聞きしているところでは、どうもそうではな

い感じなのですが、合意なしにできないし、厚

生常任委員会での賛成討論の中身を見ても、こ

れは踏まえなければならないことですから、私

はきちっとやる必要があるというふうに思いま

すけれども、そこはどう考えておられますか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 職員団体と協議書がなければで

きないとは、私はこの間、この６年半の中、そ

れはやっぱりできない場合もあるんです。これ

は、お互いに主張が若干合意できないというと

ころがありますから、それはやっぱり条例や法

律に基づいて粛々とやらせていただくというふ

うに何度も申し上げてまいりましたし、この間

もう少し引き延ばしてくれとか、議会にかける

前に自分たちに言わなければいけないとか、い

ろいろな交渉がありましたけれども、そこには

一々私の考えを申し上げて、何よりもやっぱり

議会にお示ししてから皆さんにお示しするんで

すよと。それから、待遇とか仕事というのはほ

ぼ同じなのに、しかも市民のために保育サービ

スをやるのに同意ができない、職員団体の同意
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書がなければできないなどということにはなり

ませんよということは、申し上げてきたつもり

であります。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そこが、やっぱり私は、

12月にも指摘をされておりましたけれども、大

変なんだなと感じるんです。そうではないです

よ、だけれども、今回の問題は。先ほど申し上

げた法でも、条例の趣旨からいっても派遣をさ

れる職員に対しては同意を得なければならない

し、当時に労働条件の変更の関係については合

意なしでは進めないというふうになっているわ

けです。市長がおっしゃる法令、規則にのっと

ってやるというのは、裏を返せば人事権でやり

ますよということにしかならないのではないで

すか。それでは、私はできないと申し上げてい

るんです。そして、４月１日からもう始まろう

としている今の段階で、私はこれは残念なこと

だなと言わざるを得ないんです。本当にそこで

長井の将来を担う子供の保育をやっていくわけ

だから万全を期さなければならない、そのため

にも私は合意に向けた努力を残された期間でも

いいから誠意私は積み上げていただきたいと思

いますが、そこはどうですか、答弁を振られた

市長は。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 答弁を振られた市長としまして

は、やっぱり民間でやるというのは、民間にで

きることは民間でやるという基本的な方針は、

施政の方針等については、職員組合がどうのこ

うのと言われることではないでしょうと。労働

条件だって変わりませんよと、実際の仕事も変

わりませんよというのに、いつまでもだめだ、

だめだと、引き延ばせとか、再考しろとかとい

うことはちょっと無理ですよというのは当然だ

ろうと私は思っております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 引き延ばせとか、再考

しろなんていう段階ではないんですよ。だから、

もう本当に実質論議をして、そして本当に助役

が言われるように、福祉事務所長が言われるよ

うに、スムーズにしていくこと、その環境をつ

くっていくことが今、私は市長に求められてい

るところだと思うんです。そうでないと、要ら

ない混乱が起きたり、つまらないいさかいがで

きたりということが出てきます。そうではなく

て、スムーズに移管をさせるというふうな意味

でも、同時に安心して新しいはなぞの保育園の

運営ができる体制整備、環境整備をするために

も、ここは私はこれでいきますということで打

ち切るのではなくて、積み上げることが必要だ

と思っています。もう一度、そこのところをお

聞かせをいただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 何回かやりますよ、それは。ト

ップ交渉ですから、そこでどうしても違うなと

いうところは、それはそれで交渉ですから、合

意できるところは合意しますよ、もちろん。そ

の努力はしますけれども、基本的な方針で合意

できないというところもあるわけで、この６年

数カ月ありました。小さいことでいえば、14日

なんていうのは県からは１人しか来ない、余り

しゃべらないというお話あったけれども、委員

長ともう１人いて、寒河江の例はどうだ、なん

とかだと始まるものだから、それはやっぱりそ

ういう話にいくなら、ここまで詰めてきたけれ

ども、同意は本人の同意ですから、本人の皆さ

んに助役なり私も努力をしますよ、そういう努

力はもちろん続けていきたいと思いますが、組

合と進めてきた面で合意できるというのは、残

念ながら私のこの６年数カ月改革を進める場合

にできなかったことも随分ありますから、そこ

はそういうふうに人事権もありますし、何より

市民のために頑張っていただくということをご

理解をいただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 
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○１１番 髙橋孝夫委員 ここ残念ですね。 

 そうすると、ここは最後にしますが、これ以

降のことは、人事も含めて全部当局の責任でや

っていくと、職員団体とは合意できなかったん

だから、そこは無関係というふうなことになり

ますか、そこだけお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 人事の内示もそろっております。

そういうときに、だからどうだとか、引き延ば

すとかという話は、それはないものだというふ

うに思っております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ぜひ、当局の責任でと

いうことでしょうから、これ以上はお聞きはし

ません。 

 時間の関係で、あと10分ぐらいですね、私。

質問の２については、６月にお聞かせをいただ

きたいことにして、質問の３について伺いたい

と思います。 

 端的に伺いますけれども、来年度以降の地場

産業振興センターへの補助、いわば市にとって

は新たな負担というふうになるわけですが、商

工観光課長に伺います。 

 私は、質問で、今回平成17年度で地場産業振

興センターが借りかえる6,600万円の元利償還

金約700万円、それから高度化資金分、これは

業界の部分なわけですけれども、この部分の18

年度から25年度までの償還分、単純平均にして

4,400万円ぐらいですね、単年度。それを県に

協力をいただきながらやっていくということに

なっていますから、まず折半とすれば約2,200

万円ぐらい。それから金融機関分、これも業界

分の残額といいますか、があるわけですけれど

も、これも８年というふうなことにすれば約

1,200万円ぐらい、約4,100万円ぐらいが来年度

からは新たな負担というふうになるのではない

か、そういうふうに可能性があるのではないか

というふうに申し上げましたけれども、おおよ

そそういう考え方であっているかどうか。お聞

かせいただきたい。 

○大沼 久委員長 那須宗一商工観光課長。 

○那須宗一商工観光課長 お答え申し上げます。 

 ただいま髙橋委員がおっしゃったように、確

かに平成18年度から高度化資金については

4,778万6,000円出てまいります。あと、金融機

関の業界負担分と言われる部分が1,236万1,600

円ほどございます。合わせて、いわゆる業界負

担分については6,014万7,600円という額が出て

まいります。この分については、先日の一般質

問でも市長からお答え申し上げましたとおり、

県の支援をお願いしているという段階でござい

ます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 市長にお伺いをします

けれども、まず、財政が潤沢であればというこ

ともあるんでしょうけれども、大変な中でこれ

くらい負担をしていかなければならないという

ことになる可能性が高いわけですが、県との間

では高度化資金についてはどの程度まで、それ

から市中銀行からの借入金についてはどの程度

までという詰めがなされているのかお聞かせい

ただきたいことと、こういう負担、これは私は

ちょっと大変だなと思っていますけれども、ど

う対処されようとしているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 県の皆さんにどれぐらいご支援

いただけるかということについては、この間も

精力的にお話をさせていただいております。た

だ、この前のご質問でもおわかりのように知事

さんが交替されましたから、また新たな体制に

もなるということですから、これまでの経過を

踏まえながら、もちろんご支援はいただけると

いう基本は変わらないと思いますが、なおやっ

ぱり交渉をさせていただきたいというふうに思
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います。その中身については、今、確定するま

では申し上げるわけにはいかないと思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 いずれ、実際この高度

化資金についても、それから金融機関の分につ

いても償還は来年度からというふうになってい

ます。この１年間で詰めていく、１年間といっ

ても来年の３月までというふうにいかないでし

ょうから、その前に詰めていくことになるんだ

ろうと思いますが、そこは意を用いていただき

たいなと思っています。 

 私、思うんですけれども、高度化資金それか

らこれについては、確かに長井市が借りたもの

ということになるわけですけれども、しかし業

界が高度化資金のうち、13億円ぐらいですか、

のうちに長井市は７億円ちょっと、業界は５億

円ちょっとというふうに使うということは、そ

れはあったんだと思いますけれども、素朴な疑

問としてですが、何で業界が使った分を高度化

資金でいえば当然にして返済しなければならな

い分を何で長井市が負担しなければならないの

か。もう一つは、業界が借りた金融機関からの

分を、何で市が肩がわりしなければならないの

かというところの疑問は、明確にしなければな

らないと思うんです。そこは、現段階でどのよ

うに整理をされているのですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 地場産業振興センターの建設は、

当時の経済界や市民の皆様の要望を入れて建設

したものであります。また、建設に当たっては

山形県のご指導をいただいて地域のシンボルと

なるような施設となったわけであります。その

後、建設資金の負担を約束した協同組合やその

中核企業の破産という不幸な出来事があったわ

けでありますが、ＴＡＳは長井市の中核施設と

して今後も運営していかなければならないとい

うのがまず第１点であります。 

 こういうふうになったのはなぜかというのを

突き詰めていえば、やっぱりそれぞれにその当

時は頑張ってこられたわけでしょうが、バブル

の崩壊と日本の経済が相当見通しが狂われたわ

けで、長井だけではなくて全国的なものもあっ

たわけですから、そういったことも考えなけれ

ばいけない、先人の皆さんはそのとき、そのと

きに全力を奮ってきたわけでありますが、ぜひ

ひとつ今与えられた条件の中で、私があるいは

私たち当局が一歩一歩課題の解決に取り組んで

いくというのが私の仕事ではないかと、使命で

はないかというふうに思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 最後にお伺いをします

が、それは確かに私どもが今判断をしてしなけ

ればならないことは事実です。しかし、建設当

初から本当に大丈夫かと、最終的には長井市が

かぶらなければならないのではないかという意

見、議論もあったわけです。しかし、そういう

意見や声というものに対しては大丈夫だと、相

乗効果を上げるにはこれが最適なんだと、懸念

されるようなことは一切ありませんという形で

進めてこられたわけです。これは、現実的に18

年経過をした中で、現実的に心配が本当のこと

になってしまったということがあるわけです。

ここは、私は率直に第三セクター方式の甘さ、

それからこの間の判断の甘さなどがあったとい

うことを率直に認めた、その上でこれからの負

担、あり方については真摯な議論をするという

ことが必要だと私は感じます。その点について

だけ、最後にお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 私が皆さんのご支援で市長にな

らせていただいて、この間なかなか前に進まな

かった、非常にＴＡＳの問題について一つ一つ

課題に取り組んでまいりまして、私自身が思っ

ていることですね、それについては私自身は私

の任期中でありますが、これからはやっぱり民

294  



間でできることは民間で、できればＮＰＯさん

とか、そういう皆さんと一緒にやっていくこと

が必要だなと、第三セクターについては、今後

は全国的にも見直しの傾向もありますし、私も

慎重にいかなければいけないなというふうにみ

ずからに言い聞かせております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 最後までできませんで

したから、残余の分については後の議会でまた

議論させていただくことにして質問を終わりま

す。 

○大沼 久委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これより各会計予算の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

議案第１号 平成１７年度長井市一

般会計予算についての質疑 

 

 

○大沼 久委員長 それでは、議案第１号 平成

17年度長井市一般会計予算の１件について。 

 歳入より順次質疑を行います。 

 まず、１款市税から12款使用料及び手数料に

ついて質疑を行います。 

 一般会計予算事項別明細書では、11ページか

ら19ページまでであります。 

 ご質疑ございませんか。 

 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 19ページ13款１項国庫

負担金１目民生費国庫負担金の３節児童福祉施

設運営費負担金9,763万8,000円、このことと、

ちょっとページが指定をされたところから飛び

ますけれども、21ページ14款の県支出金で同じ

く児童福祉施設運営費負担金について、福祉事

務所長にお伺いをします。 

 平成16年度と比較をしますと３施設から４施

設、認可保育所がふえるわけですが、総額で

6,797万6,000円増加をすると、こうなります。

これは、はなぞの保育園分が加わったためと考

えられます。過日、財政課からいただきました

資料によりますと、平成17年度普通地方交付税

の推計によれば、基準財政需要額ではなぞの保

育園が直営ではなくなり社会福祉協議会に移管

されることに伴い減額される、減額と考えられ

る額は約6,664万2,000円ということでありまし

た。これから考えれば、今回無理して移管をし

なくても、この間申し上げましたように、国に

よる交付税措置は従来とほぼ変わらない水準に

あると考えられますけれども、担当の福祉事務

所ではどのようにとらえておられるのか、見解

をお聞かせいただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 ご質問でございます

が、交付税が今後どうなるかについては、その

問題だと思うんです、私。交付税は本年度措置

されていますが、これからどうなるかという問

題が大きいのではないかというふうに考えてお

ります。今年度は、まず国の方で措置するとい

う動きはありますが、これからその交付税が保

証されるかという問題が大きなものではないか

というふうに考えているところです。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ちょっと違うんです。

はなぞの保育園を移管をするという大きな理由

には財源の問題があったんです。それが、三位

一体改革で大変になるからということで説明会

でも説明をしているでしょう。しかし、その説

明会の資料あるいは説明の仕方には、私は矛盾

があると思っているんです。12月議会でも言い

ましたけれども、平成16年度から一般財源化と

いうふうになったわけですが、しかし国は、そ

れは今までの同等との水準をちゃんと確保する

のだというふうに言っているわけです。そのこ
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